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平成２４年第３回農業委員会総会 

 

         平成２４年３月１９日午後３時 八街市農業委員会総会を 

         八街市役所第１会議室に招集し、内容は次のとおりである。 

 

１．出席者 

    １．森  邦 央      ８．鈴 木 勝 雄      15．井 口 政 直 

    ２．立 﨑 義 久      ９．岩 品 要 助      16．中 川 利 夫 

    ３．武 藤  功      10．栗原十三男      17．加 藤 孝 一 

    ４．宮 部  操      11．関 口 芳 秀      18．石井とよ子 

    ５．赤 地 達 雄      12．小 山 優 一      19．関 端  旭 

    ６．内 藤 富 夫      13．飛 田 育 男      20．菅 野 喜 男 

    ７．林  和 弘      14．瀬 山 晢 信      21．三 須 裕 司 

                              22．川 野  繁 

２．欠席者  

    な し 

 

３．事務局 

    事 務 局 長  藤 﨑 康 雄         主 査 補  山 内 裕 義 

    副 主 幹  梅 澤 孝 行         主 査 補  山浦美江子 

 

４．議決事項 

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（市許可） 

    議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第４号 農用地利用集積計画の承認について 

    議案第５号 特定農地貸付け申請の承認について 

    議案第６号 譲与税の納税猶予に関する適格者証明の交付について 

    議案第７号 平成２３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）の承認 

          について 

    議案第８号 平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）の承認について 

 

５．その他 

    報告第１号 農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届出について 

    報告第２号 農業委員会等に関する法律第１５条第５項の規定による委員の失職につい 

          て 
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○藤﨑事務局長 

 開会を宣す。（午後３時００分） 

○川野会長 

 平成２４年度第３回の総会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 暑さ寒さも彼岸までと言いますけれども、よくも今日あたりはかなり春らしくなってまいり

ました。したがって、皆様方におかれましては、蒔き付け等の準備のために、お忙しいところ

ご苦労さまでございます。 

 さて、今月の案件につきましては、農地法第３条、第４条、第５条、あわせまして１７件、

農用地利用集積計画の承認４件、特定農地貸付け申請の承認について１件、贈与税の納税猶予

に関する適格者証明の交付について１件、平成２３年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価（案）の承認について、平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）の

承認について、あわせまして、総件数で２５件が提出されております。慎重審議をお願いいた

しまして、あいさつにかえさせていただきます。 

 ただいまの出席委員は２２名です。したがって、この総会は成立いたしました。 

 それでは、日程に従いまして、会務報告をお願いいたします。藤﨑事務局長、お願いいたし

ます。 

○藤﨑事務局長 

 それでは、会務報告をいたします。 

 ２月２１日、火曜日。午後１時３０分から農業振興地域整備促進協議会が市役所の第１会議

室で開催されまして、川野会長、三須副会長、鈴木部長、関端部長、事務局として山内主査補、

森主査補が出席しております。 

 ２月２３日、木曜日。午前１０時から転用事実確認現地調査を実施いたしまして、担当委員、

関端部長、瀬山委員、中川委員出席のもと実施いたしました。 

 ３月５日、月曜日。午後１時３０分から、転用事実確認現地調査及び農地パトロールを実施

いたしまして、担当委員、三須副会長、加藤委員、林委員出席のもと実施いたしました。 

 ３月１４日、水曜日。午後１時３０分から部会の現地調査を実施いたしまして、出席委員、

三須副会長、関端部長、立﨑副部長、岩品委員、内藤委員、飛田委員、赤地委員、栗原委員出

席のもと実施いたしました。 

 ３月１５日、木曜日。午後１時３０分から部会の面接調査を市役所の第１会議室で実施いた

しまして、出席委員は現地調査と同メンバーでございます。 

 同じく３月１５日、木曜日。午後４時から印旛郡市農業委員会連合会臨時総会が佐倉市で開

催されまして、川野会長と私が出席いたしました。 

 以上でございます。 

○川野会長 

 次に、議事録署名委員の選任についてでございますが、議長から指名することでご異議ござ

いませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○川野会長 

 異議なしと認め、こちらからご指名申し上げます。 

 今月は、議席番号１７番の加藤委員、１８番の石井委員にお願いいたします。 

 議事に移ります。 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についての１番と２番を議題といたします。 

 事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、市許可分についてご

説明します。 

 番号１、区分交換、所在上砂字卯月作、地目畑、面積１千１２６平方メートル。権利者事由

は、交換で当該申請地を所有することにより、農地が集積されるため。義務者事由は、権利者

の要望により、交換で申請農地を譲り渡す。 

 番号２、区分交換、所在上砂字大峠、地目畑、面積２千３０２平方メートル。権利者事由は、

自分も当該申請地が自宅から近くなるため、義務者の交換の要望に同意した。義務者事由は、

自分の要望により交換で当該申請地を譲り渡す。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、２番、菅野委員、お願いいたします。 

○菅野委員 

 それでは、議案第１号１番及び２番は、農地の交換で関連しておりますので、農地法第３条

申請に係る調査結果について一括して報告いたします。 

 最初に１番について報告いたします。 

 今回の交換については、権利者の要望であります。申請地は、八街駅より南へ約１１キロメ

ートル、御成街道に隣接しており、境界は確定しており、現況は耕作地であり、進入路は隣接

地が権利者の農地ですので問題ありません。 

 次に、農地法第３条第２項の許可基準に適合するか否かについて報告いたします。 

 権利者の所有している農機具は耕運機１台、トラクター２台、トラック２台です。労働力は

権利者は高齢のため引退していますが、世帯員の息子が２８０日、息子の妻が３００日です。 

 また、技術力もあり、面積要件についても下限面積の５０アールをクリアしております。 

 現在、所有している畑は効率的に耕作しており、なお、一部、畑に貸付地がありますが、自

創法時代からの貸付地であり、また、田についても耕作されていない場所がありますが、谷津

田で周辺の田も耕作されていない状況であり、今回は農地を交換することにより、畑が集積さ

れ、効率よく耕作を行うことができるようになることから、やむを得ないものと判断しました。 

 そのほか、参考になる事項として、営農計画はニンジンを作付けする予定であり、通作距離
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は自宅から申請地まで、約８００メートル、車で５分です。 

 次に、２番でございますが、申請地は八街駅より南へ約１２キロメートル、境界は確定して

おり、現況は耕作地であり、進入路は市道に隣接しており問題ありません。 

 次に、農地法第３条第２項の許可基準に適合するか否かについて報告いたします。 

 権利者の所有している主な農機具は、耕運機３台、トラクター３台、トラック２台です。労

働力は権利者は高齢のため引退していますが、世帯員の息子及び息子の妻が、それぞれ３００

日です。 

 また、技術力もあり、面積要件についても下限面積の５０アールをクリアしております。 

 現在、所有している畑は、すべて効率的に耕作しており、過去３年間に農業経営規模を縮小

させる行為を行った事実はありません。 

 なお、田について耕作されていない場所もありますが、谷津田で周辺の田も耕作されていな

い現況であり、今回は義務者からの要望により、畑を交換するため、問題ないものと判断しま

した。 

 その他、参考になる事項として、営農計画は里芋を作付けする予定であり、通作距離は自宅

から申請地まで、約５００メートル、車で３分です。 

 以上の内容から、議案第１号１番及び２番とも、農地法第３条第２項の許可基準をすべて満

たしているということで、許可相当と判断いたしました。 

 以上、調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 それでは、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第１号１番と２番は、関連ですので、一括で原案のとおり決定することに賛成の委員の

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番、２番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、議案第１号３番から６番までを議題といたします。 

 この案件は、部会案件で、農政部会２班に担当していただきました。班長の立﨑副部長から

説明をお願いいたします。 

○立﨑副部長 

 それでは、農地法第３条、議案第１号３番から６番までの調査報告を行います。 

 番号３、区分売買、所在勢田字込、地目畑、面積１千４３１平方メートル。権利者事由は新

規の農業経営を始めたい。新規就農者です。義務者事由は相続で農地を取得したが、耕作がで

きないため売却したい。 
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 番号４、区分賃貸借、所在勢田字込、地目畑、面積９筆合計で１千９６６平方メートル。権

利者事由は新規で農業を始めたい。新規就農者です。義務者事由は、義務者は相続で農地を取

得したが、耕作ができないため貸し付けたい。 

 番号５、区分贈与、所在勢田字東、地目田、面積１千２５５平方メートル。権利者事由は新

規で農業を始めたい。新規就農者です。義務者事由は農業経営はしているが、田んぼは耕作し

ていないため贈与したい。 

 番号６、区分賃貸借、所在勢田字東、地目田、面積１千４４０平方メートル。権利者事由は

新規で農業を始めたい。新規就農者です。義務者事由は相続で農地を取得したが耕作できない

ため貸し付けたい。 

 それでは、面接調査結果を報告いたします。 

 当日、農政部会第２班、関端部長、立﨑、岩品委員、内藤委員、飛田委員、赤地委員、栗原

委員、三須副会長が出席いたしました。事務局からは、梅澤副主幹、麻生主任主事が出席いた

しました。 

 申請者は権利者のみで、義務者は全員欠席でした。 

 次に、農業を始めようとした理由は、８年前から趣味で農業をしていたため。当該農地を申

請した理由は自宅から近いためです。 

 番号３は、義務者から話があったため。番号４の田は以前から農地として借りていたためで

す。 

 ６、農業経営の計画について。農業形態については兼業農家です。兼業のもう一つの職業は

産業廃棄物の運搬等です。 

 次に、農業機械等の所有状況について。トラクター２台、田植え機１台、コンバイン１台、

乾燥機１台、軽トラック１台、そのほか農機具一式があります。保管場所については、自宅の

敷地内に倉庫があり、そこに保管しています。 

 農作業従事者について。世帯員２人、うち労働力２人。そのほかに会社の職員が忙しいとき

に手伝うそうです。 

 農業作業日数について。権利者が２００日、家族２００日、雇用人が約５０日だそうです。 

 農業知識の経験について。８年前から農業を行っているので、知識や経験はある。 

 申請地の営農計画について。３番については自宅のすぐそばです。３番は、今現在、耕作さ

れていなくて、木の切り株を撤去し、抜根を行い、土づくりをしてサツマイモを作るそうです。 

 番号２の借地の方は、落花生と自家用野菜を作るそうです。出荷先については、業者だそう

です。 

 その他の参考事項として、お米は自家消費と知り合いに譲る。資材置場など、農地以外の目

的では使用しない。隣接所有者との争いがないようにする。境界は明確にしておく。やぎは農

地復元の目的であり、農地復元後はやぎは自宅に移動させ、コンテナなどは撤去する。田につ

いては、土地改良の負担金があるので対応すること。 

 以上、調査をした結果、農政部会第２班といたしましては、農地法第３条２項の許可基準を
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すべて満たしておりますので、許可相当と判断いたしました。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 班長の報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第１号３番から６番までは関連ですので、一括で原案のとおり決定することに賛成の委

員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番から６番までについては、許可相当で決定いたします。 

 次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。 

○山内主査補 

 それでは、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

 番号１、所在八街字柳沢、地目畑、面積２２１平方メートル。目的、貸駐車場用地。転用事

由、申請地周辺は戸建住宅やアパートが多くあり、近隣住民から駐車場として借りたいと要望

されているため、当該申請地を駐車場として貸し付けたい。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をいたします。 

 この案件は、私の担当でございますので、私から報告をいたします。 

 議案第２号１番について調査報告をいたします。 

 まず、立地基準ですが、申請地は市役所から南東へ約１キロメートルに位置しております。

県道に面しておりますので、進入路は確保されております。 

 現地調査した結果、農地区分としては、用途区域内に指定された区域内にある農地ですので、

第３種農地として判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は貸駐車場用地ということですが、申請面積は２２１平方メ

ートルであり、事業計画との関連において面積妥当と思われます。 

 資金については、すべて自己資金で賄う計画となっております。 

 次に、隣接地に対する被害防除計画ですが、隣接に農地はありません。また、申請地は土地

改良受益地ではありません。 

 周辺は、戸建住宅が多く、敷地内に駐車場スペースがない家も多く、駐車場設置の要望があ

ります。違法駐車も是正できるとの理由もあり、必要性についても認められ、許可後、速やか



 

－７－ 

に事業を行うものと判断いたしました。 

 以上のことから、立地基準、一般基準ともに何ら問題ないと思われます。 

 以上、調査報告を終わります。 

 調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしと認め、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第２号１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についての１番から９番までを議題

といたします。 

 事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。 

○山内主査補 

 それでは、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、１番から９番につい

てご説明いたします。 

 番号１、区分売買、所在富山字富山、地目畑、面積３３０平方メートル。転用目的、専用住

宅用地。転用事由、現在、両親と同居しているが、独立したいため、当該申請地に専用住宅を

建築したい。 

 番号２、区分売買、所在富山字富山、地目畑、面積２３１平方メートル。転用目的、専用住

宅用地。転用事由、現在、アパートに居住しているが、手狭なため、当該申請地に専用住宅を

建築したい。 

 番号３、区分賃貸借、所在八街字旭、地目畑、面積３千３７８平方メートルほか２筆、計３

筆の合計面積５千９１５平方メートル。転用目的、車輌置場用地。転用事由、ホンダ車のディ

ーラーで、主にオプション装備の取付作業を行っているが、大幅に取扱台数が増加する予定で

あり、既存の車輌置場では手狭なため、当該申請地を新たな車輌置場として利用したい。 

 番号４、区分賃貸借、所在八街字旭、地目畑、面積８千２８３平方メートルのうち１３８．

４９平方メートル。転用目的、通路用地。転用事由、ホンダ車のディーラーで、主にオプショ

ン装備の取付作業を行っているが、２カ所ある既存の車輌置場が隣接してなく不便なため、当

該申請地を２つの車輌置場を結ぶ通路として利用し、利便性を図りたい。 

 なお、本件につきましては、申請地が既に通路として利用されていることから、始末書が添

付されております。 

 番号５、区分賃貸借、所在八街字土手向、地目畑、面積４千１６６平方メートルのうち２３
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７．３８平方メートル。転用目的、店舗用地。転用事由、コンビニの建て替えにあわせて敷地

を拡張するため、コンビニの拡張用地として当該申請地を利用したい。 

 番号６、区分売買、所在東吉田字平井、地目畑、面積８９０平方メートル。転用目的、駐車

場用地。転用事由、当該申請地の隣接地で介護サービス業を営んでいるが、利用者及び従業員

の駐車場が不足しているため、当該申請地を駐車場として利用したい。 

 なお、本件につきましては、申請地の一部が既に駐車場として利用されていることから、始

末書が添付されております。 

 番号７、区分売買、所在小谷流字稲古田向、地目畑、面積２千２平方メートル。転用目的、

修景池用地。転用事由、ゴルフ場関連の宿泊施設の建設に伴い、事業敷地内にある当該申請地

を修景池として利用したい。 

 なお、本件は議案第３号８番、９番に関連しております。 

 番号８、区分売買、所在小谷流字稲古田向、地目畑、面積２千７６平方メートル。転用目的、

駐車場用地。転用事由、ゴルフ場関連の宿泊施設の建設に伴い、事業敷地内にある当該申請地

を宿泊者の駐車場として使用したい。 

 なお、本件は議案第３号７番９番に関連しております。 

 番号９、区分売買、所在小谷流字稲古田向、地目畑、面積２千２１１平方メートル。転用目

的、駐車場用地。転用事由、ゴルフ場関連の宿泊施設の建設に伴い、事業敷地内にある当該申

請地を宿泊者の駐車場として使用したい。 

 なお、本件は議案第３号７番８番に関連しております。 

 また、本件申請地の一部が既に通路として利用されていることから、始末書が添付されてお

ります。さらに、７番、８番、９番の３案件につきましては、隣接する農地以外の土地におけ

る開発事業と関連していることから、都市計画法との調整が必要となりますので、その旨の意

見を付すことが妥当かと思われます。 

 以上です。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、２番、小山委員、お願いいたします。 

○小山委員 

 では、議案第３号１番、２番についてご説明いたします。 

 １番について、立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅より西北に約２．２キロメートルに位

置し、接道条件は市道に面しております。 

 資金については、借入金で賄う計画です。 

 農地性ですが、事務指針２９ページ、⑤、（ａ）のⓑに該当する第２種農地となっています。 

 申請地に対する隣接農地は、耕作者に説明したところ、問題はないとのことです。 

 また、被害防除ですが、ブロック積みを施工するため、土砂の流出はありません。 

 雨水は浸透枡、汚水・雑排水は小型合併浄化槽を通し、既存市側溝に接続するとのことです。 
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 権利者は、現在、両親と同居しているが、独立したいとのことで、申請地に新築したいとの

ことです。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに問題ないものと思われます。 

 以上、１番の報告を終わります。 

 ２番ですが、立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅より北西に約２．２キロメートルに位置

し、接道条件は位置指定道路となっております。 

 資金については、自己資金と借入金で賄う計画です。 

 農地性ですが、事務指針２９ページ、⑤の（Ａ）のＢに該当する第２種農地となっています。 

 申請地に対する隣接農地ですが、義務者だけで問題はありません。 

 また、被害防除ですが、ブロック積みを施工するため、土砂の流出はありません。雨水は敷

地内自然浸透処理、汚水・雑排水は小型合併浄化槽を通し、既存市側溝に接続するとのことで

す。 

 権利者は現在、アパートに居住しておりますが、手狭になったため、申請地に新築したいと

のことです。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに問題ないものと思われます。 

 以上、報告を終わります。 

○川野会長 

 続いて、３番、４番、５番、栗原委員、お願いいたします。 

○栗原委員 

 議案第３号３番、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街駅から西南へ約３キロメートルに位置し、既存施設が

県道に面しているので、進入路は確保されております。 

 農地性ですが、農地の広がりが見られるため、事務局に広がりの面積について確認を依頼し

たところ、１０ヘクタール以上の農地に存在する第１種農地に該当することを確認しました。

しかし、権利者は申請地周辺において、既に１万３千１６４平方メートルの同様の施設を展開

しており、事務指針の３２ページ、ⓔの（オ）の既存施設の拡張に該当するため、許可するこ

とが可能であると判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は車輌置場用地ということですが、申請面積は５千９１５平

方メートルで、既存施設の２分の１以下ということであり、面積は妥当だと思われます。資金

につきましては、自己資金にて賄う計画となっております。 

 申請地には、小作人等、賃借権設定に対して支障となるものはありません。 

 また、隣接する農地は、義務者の所有地であり、土地改良受益地でもありません。 

 事業計画ですが、車輌置場は舗装敷きにしますが、雨水浸透層を設けますので、雨水は敷地

内処理ができる計画です。 

 権利者の業種は自動車ディーラーですが、車輌取扱数の増加が見込まれており、既存施設で

は手狭なため、申請地を拡張したいとのことでありました。必要性についても認められます。 
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 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題のないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

 次に、議案第３号４番、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街駅から西南へ約３キロメートルに位置し、議案第３号

３番の施設に関連する場所にあります。農地性も同様、第１種農地に該当いたします。しかし、

権利者の既存施設は２つに分断されており、その間に畑が存在します。申請地は事務指針の３

２ページのⓔの（カ）の権利者の事業に欠かすことのできない通路に該当するため、許可をす

ることが可能であると判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は通路用地ということですが、申請面積は通路幅４メートル

の１３８．４９平方メートルであり、面積は妥当だと思われます。資金につきましては、自己

資金にて賄う計画となっております。 

 申請地には、小作人等、賃借権設定に対して支障となるものはありません。 

 また、隣接する農地は、義務者の所有地であり、土地改良受益地でもありません。 

 事業計画ですが、通路は砕石敷きにし、雨水は敷地内処理ができる計画です。 

 権利者は２つの車輌置場の間の車輌移動通路として申請地を利用したいとのことであり、利

便性や必要性についても認められます。 

 なお、権利者は農地法の許可を得ずに、申請地を既に通路として利用しておりますが、深く

反省しており、その旨の始末書も添付されております。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題がないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

 続きまして、議案第３号５番、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街駅から西南へ約３キロメートルに位置し、県道に面し

ており、進入路は確保されております。農地性としては、農業公共投資の対象となっていない

小集団の生産性の低い農地ですので、事務指針の２９ページ、⑤の（ｂ）に該当するため、第

２種農地として判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は店舗用地ということですが、申請面積は２３７．３８平方

メートルであり、既存店舗用地の２千６２．２３平方メートルの拡張用地として面積妥当と思

われます。 

 資金につきましては、自己資金にて賄う計画となっております。 

 申請地には、小作人等、賃借権設定に対して支障となるものはありません。 

 また、隣接する農地は、義務者の所有地であり、土地改良受益地でもありません。権利者は

申請地の隣接地で、既に店舗、コンビニエンスストアの事業展開をしており、今回店舗の建て

替え計画に伴い、敷地の拡張をし、利便性を向上したいという理由もあり、必要性についても

認められます。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 
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○川野会長 

 次に、６番案件ですが、井口委員、お願いいたします。 

○井口委員 

 議案第３号６番、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅から南西方向へ約１．９キロメートルに位置し、

県道川上八街線と接続する八街市道に接しており、進入路は確保されています。 

 農地性についてですが、事務局からの本件申請地の周囲は１０ヘクタール以上の農地の広が

りが見られるため、第１種農地である旨の説明がありました。しかし、申請地は本件権利者の

平成２１年１１月に開設したグループホームの隣接地であり、なおかつ転用目的が当該施設の

駐車場用地であることから、福祉事業用地としての転用となります。このことから、本件は土

地を収用し、または利用することができるとされている土地収用法第３条で規定する社会福祉

法による社会福祉事業に従事する者が行う転用事業に該当することから、農地転用事務指針３

２ページの②のⓖ、（ア）に記載されている許可することができるとされる例外事由、土地収

用法その他の法律により土地を収用し、または使用することができる事業に該当するものと判

断いたしました。 

 事業資金については、自己資金で行う計画です。 

 また、申請地には転用の支障となる権利などは添付されている土地登記簿謄本を確認する限

り設定されておりません。隣接地に対する被害防除計画ですが、申請地と隣接農地の境界には

ブロックを設置し、雨水及び土砂の流出防止を努める計画になっており、申請地全体に砕石を

敷き、自然浸透による宅内処理を行う計画です。 

 なお、申請地は既に駐車場として利用されており、このことについて権利者からの始末書が

添付されております。 

 また、既存敷地内には、新たな施設が１棟建築中であり、既存敷地内を駐車場として利用す

るスペースは困難と思われ、転用目的である駐車場の必要性も認められます。 

 以上のことから、立地基準、一般基準ともに問題ないものと思われます。 

 以上、調査報告を終わります。 

○川野会長 

 続いて、７番、８番、９番案件を赤地委員、お願いいたします。 

○赤地委員 

 議案第３号７番、８番、９番は関連していますので、一括して調査報告を行います。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街駅から南西へ約６キロメートルに位置し、市道に面し

ており、進入路は確保されております。 

 農地性としては、農業公共投資の対象になっていない小集団の生産性の低い農地ですので、

事務指針２９ページの⑤のⓑに相当するため、第２種農地と判断しました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は修景池及び駐車場用地ですが、申請面積は６千２８９平方

メートルあり、ペット同伴型ファミリー向けホテル、約２万２千１５２平方メートルの関連事



 

－１２－ 

業の一部であり、開発規模の関係において面積妥当と思われます。 

 資金につきましては、自己資金及び借入金にて賄う計画になっております。 

 申請地には、小作人等の権利移転に関して支障となるものはありません。 

 また、周囲を市道及び赤道に囲まれており、近隣農地は申請地に接していないので、近隣農

地に被害を及ぼすことはないと思われます。 

 権利者は隣接ゴルフ場の維持管理業務を任されており、今回、ホテル建設を計画し、新たな

事業を展開することになり、必要性についても認められます。 

 なお、権利者は農地法の許可を得ずに、申請地の一部を通路として使用しておりますが、深

く反省しており、その旨の始末書も添付されております。 

 これらのことから、立地基準、一般基準とも、本案件は何ら問題ないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第３号１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、４番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、５番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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○川野会長 

 挙手全員でありますので、５番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、６番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、６番については、許可相当で決定いたします。 

 次に、７番、８番、９番は関連ですので、一括で都市計画法との調整を条件に原案のとおり

決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、７番、８番、９番については、都市計画法との調整を条件に許可

相当で決定いたします。 

 次に、議案第３号１０番についてを議題といたします。 

 １０番については、部会案件でございますので、農政部会第２班に担当していただきました。 

 班長の立﨑副部長から説明をお願いいたします。 

○立﨑副部長 

 それでは、議案第３号１０番の調査報告を申し上げます。 

 区分売買、所在八街字実生松、山林現況畑、２筆合計で１千４７９平方メートル。目的、車

輌置場用地。現在、中古自動車の海外輸出に係る業務を営んでいるが、既存の本社兼置場では、

輸出用の車輌を保管するスペースが手狭なため、本社に近い当該申請地を新たな車輌置場とし

て利用し有効に利用したいということです。 

 それでは、調査報告を申し上げます。 

 調査員は農政部会第２班、先ほどのメンバーと同じです。事務局から山内主査補、森主査補

に出席していただきました。 

 当日、権利者と代理人と義務者が出席いたしました。会社の業種ですが、中古車販売事業、

主に海外、ドバイへ輸出しているそうです。義務者は一昨年相続で得た農地です。雑草管理が

大変だということで、手放すということです。義務者は非農家です。 

 次に、会社の概要ですが、設立が平成１７年１月７日、資本金１千７００万円、年商１億円、

従業員４人、会社の所有車輌について、乗用車２台、トラック１台、フォークリフト２台。事

業計画、土地利用計画、中古車輸出用車輌置場。申請地を選定した理由、本店に近く、大型自

動車が出入りするため、道路に面した場所が必要だったことです。既存置場、本店内が手狭に

なったため。既存施設について、継続利用。造成計画、申請地内の４５８平方メートルに対し

盛土を行う。排水処理計画、場内南側と東側にＵ字溝を設置し、浸透枡で処理する。 

 隣接農家に対する説明状況ですが、説明済みだそうです。隣接農地に対する被害防除につい

て、雨水等は先ほどと同じように東側のＵ字溝で処理するそうです。資材置場以外に利用しな

い旨の誓約書について完了済みです。 



 

－１４－ 

 その他確認事項について、周囲に塀を設置し防除、ごみの不法投棄を防ぐためです。高さが

２．５メートルぐらいで対策しています。 

 隣接所有者にも了解済みだそうです。 

 次に、その他の事項として、道路上での車輌待機はしない。車輌置場のみで建物は建てない。

騒音発生はなしということです。盛土の搬入は購入山砂で行う。 

 権利者は外国人ですが、日本永住権があります。在日８年だそうです。 

 以上のことから、農政部会第２班として許可相当と判断いたしました。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 班長の報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第３号１０番については、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいた

します。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１０番については、許可相当で決定いたします。 

 会議中ではありますが、ここで、１０分間の休憩をいたしたいと思います。 

休憩 午後３時５０分 

再開 午後４時００分 

○川野会長 

 会議を再開いたします。 

 続きまして、議案第４号、農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 議案第４号、農用地利用集積計画の承認についてご説明します。 

 八街市長より平成２４年３月１２日付で、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、

農用地利用集積計画の承認を求められております。 

 番号１、所在八街字立合松北、地目山林現況畑、面積５千４２４平方メートル。利用権の種

類は賃貸借、期間は５年。新規です。 

 次に、番号２、所在東吉田字東山、地目畑、面積２万１千５４１平方メートルのうち４千平

方メートル。利用権の種類は賃貸借、期間は３年。再設定です。 

 番号３、所在大谷流字宮ノ上が１筆、同じく大谷流字外里が１筆、２筆合計で１千６４２平

方メートル。利用権の種類は賃貸借、期間は５年。再設定です。 



 

－１５－ 

 次に、番号４、所在上砂字上原、地目畑、面積２筆合計で９２１平方メートル。利用権の種

類は使用貸借、期間は５年。再設定です。 

 以上、新規が１件、再設定が３件で、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしているものと考えます。よろしくお願いします。 

○川野会長 

 議案の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第４号１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、１番については、承認することに決定いたします。 

 次に、２番につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、２番については、承認することに決定いたします。 

 次に、３番につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、３番については、承認することに決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、４番については、承認することに決定いたします。 

 次に、議案第５号、特定農地貸付け申請の承認についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 それでは、議案第５号、特定農地貸付け申請の承認についてご説明します。 

 番号１、所在八街字九十九路、地目畑、面積２筆合計で１千２９．６平方メートル。申請事

由は市民農園で農業以外の者が野菜等を栽培し、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解

を深め、市民農園を開設したい。 



 

－１６－ 

 以上です。 

○川野会長 

 事務局の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 立﨑委員、お願いいたします。 

○立﨑副部長 

 それでは、議案第５号、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項

の規定に基づいた特定農地貸付け申請について調査報告をいたします。 

 貸付規定の内容でございますが、貸付対象農地は市役所より北東に約５００メートル、貸付

規定には農地の所在、地番及び面積について明記されており、区画数は２５区画です。 

 募集方法は一般公募にて実施し、定員を上回った場合は抽選により決定する。貸付条件とし

ては、貸付期間は１年間。１区画当たり３０平方メートル。賃料は年間１万円。貸付規定には

貸付農地の管理、運営方法、禁止行為など、農地の適切な利用を確保するための内容について

も定められており、また、周辺地域に支障を及ぼさないことなどを含んだ内容で、申請者と八

街市との間で、八街市市民農園貸付協定を締結しております。 

 市民農園の開設による周辺農地の農業上の影響については、周辺農地地権者に説明済みだそ

うです。 

 利用者の駐車場は、自宅が近くにあり、その庭を使うそうです。 

 以上、すべての調査結果から、本申請は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法

律第３条３項の承認要件にすべて該当しているため、承認できるものと判断いたしました。 

 以上で調査報告を終わります。 

○川野会長 

 地元委員の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 なければ、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第５号１番につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいた

します。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、議案第５号については、承認することに決定いたします。 

 次に、議案第６号、贈与税の納税猶予に関する適格者証明の交付についてを議題といたしま

す。 

 事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 議案第６号、贈与税の納税猶予に関する適格者証明の交付についてご説明します。 



 

－１７－ 

 最初に贈与税の納税猶予について、若干説明をいたします。 

 この制度は農業を営んでいた故人が生前にその推定相続人の１人に農地等を一括して贈与し

た場合に贈与税の納税について贈与者の死亡のときまで猶予する制度です。 

 贈与者が死亡したときは、贈与税の納税が免除され、特例の適応を受けていた農地は相続ま

たは遺贈によって取得したものとみなされ、贈与者の死亡した日における価格で評価した相続

税が課税されます。 

 なお、この相続税についても一定の要件を満たせば、相続税の納税猶予を受けることができ

ます。この制度は相続による農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成、農業経営

の継続を図るための特例の制度です。 

 今回の議案につきましては、２月の総会におきまして、農地法第３条で許可となりました生

前一括贈与について、所有権の移転が済みましたので、贈与税の納税猶予を受けるための添付

書類として適格者証明の交付を受けようとするものです。 

 それでは、ご説明します。 

 受贈者の農業従事期間２１年、贈与者の農業を営んでいた期間は４７年です。 

 次に、適用農地は八街字布田入、地目畑、面積４千７１４平方メートル。四木字西四木、地

目畑、面積２１筆計で３万１千３１平方メートル。合計２２筆で３万５千７４５平方メートル

です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○川野会長 

 事務局の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。 

 関端部長、お願いいたします。 

○関端部長 

 それでは、議案第６号１番について、贈与税の納税猶予に関する適格者証明について調査報

告をいたします。 

 本案件は、先月総会で農業者年金受給のため、後継者に生前一括贈与する３条許可を受けて

おり、贈与に伴う贈与税について、納税猶予を受けたいという申請になっております。 

 最初に、受贈者についてでございますが、贈与者の長男として生まれ、現在３６歳、農業高

校から現在まで２０年以上、農業に従事しており、現在は親の後を継いで経営主として年間３

００日、農業に専念しております。 

 贈与者については、４０年以上農業に従事しており、現在も年間３００日農業に専念してお

り、過去に生前一括贈与を行ったことはありません。 

 特例適用農地について、現地調査をしたところ、すべて適切に利用されており、申請者に確

認したところ、今後も引き続き特例適用農地のすべてを適切に利用し、農業に専念していくと

いうことでありました。 

 以上の内容から、何ら問題はないと思われますので、適格者として証明する案件であると思

われます。 



 

－１８－ 

 以上です。 

○川野会長 

 地元委員の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第６号につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、議案第６号については、許可相当で決定いたします。 

 次に、議案第７号、平成２３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）の承

認についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 それでは、議案第７号、平成２３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）

の承認及び議案第８号、平成２４年目標及びその達成に向けた活動計画（案）の承認について

は、関連がありますので、一括して説明をしたいと思います。 

 最初に、本日お配りいたしました、右の上に資料１と書いた農業委員会の適正な事務実施に

ついて、農林水産省経営局長通知（抜粋）をごらんください。 

 先月の総会におきましても、下限面積また別段の面積の周知及び公表は、この通知に基づき

まして、議案に上程したところですが、今回もこの通知に基づきまして、平成２３年度の活動

の点検・評価（案）及び平成２４年度の活動計画（案）を作成したものでございます。 

 この資料１でございますけれども、若干内容の方を説明したいと思います。 

 ３の点検・評価及び活動計画等の策定ということで、農業委員会は、活動の点検・評価及び

目標とその達成に向けた活動計画の策定を次の手順により行うものとするということで、その

下でございますが、（１）点検・評価及び活動計画等の検討。 

 農業委員会は、毎年度１月から２月にかけて、当該年度の活動に対する点検・評価及び次年

度の目標とその達成に向けた活動計画の検討を行うものとするということと、その下の方に行

きまして、（２）点検・評価及び活動計画等の案の作成。 

 農業委員会は、毎年度３月末までに（１）のア及びイの検討結果を踏まえ、当該年度の活動

に対する自らの点検・評価の案を別紙様式１に、また、次年度の目標とその達成に向けた活動

計画の案を別紙様式２、今回でいいます議案第７号と８号になりますが、それを取りまとめの

上、市町村のホームページ等により公表するということと、次の（３）といたしまして、その

計画案に対しまして、地域の農業者等からの意見を聴取しなさいということになります。 



 

－１９－ 

 それを受けまして、次の（４）でございますが、点検・評価及び活動計画等の決定というこ

とで、農業委員会は、毎年度５月末までに、ただいま説明した地域農業者からの寄せられた意

見及び要望等を踏まえて、再度この案を補正し、活動計画を決定し、市町村のホームページに

より公表するということになっております。 

 最終的には、点検・評価等の報告ということで、６月末までに国に報告せよということで、

その次のホチキス止めでございますが、そちらの方に農業委員会の適正な事務実施（点検・評

価スケジュール）ということで、簡単にスケジュールが書いてございます。これに基づきまし

て、今回は議案を出したものでございます。 

 それでは、内容につきまして、若干説明をしたいと思います。 

 最初に、議案第７号でございますが、平成２３年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価（案）、表紙を１枚めくっていただきまして、まず１ページにつきましては、法令事

務に関する点検ということでございまして、総会等の開催及び議事録の作成についての点検状

況を記載してございます。 

 続きまして、２ページでございますけれども、事務に関する点検ということで、まず（１）

として、農地法第３条に基づく許可事務、その下の方の表でございますが、（２）といたしま

して、農地転用に関する事務ということで、意見を付けて知事へ送付と書いてありますが、こ

れにつきましては、今回、これはあくまでも２月末現在の状況、件数等でございますので、今

回、３月末に修正をしてホームページの方に載せる予定でございます。 

 続きまして、（３）は農業生産法人からの報告への対応と。 

 次の（４）でございますが、これが情報の提供ということで、賃借料情報等の情報の提供の

状況を載せてございます。 

 続きまして、次の４ページでございます。４ページにつきましては、農地利用集積計画の決

定ということで、今回も先ほどご承認いただきました農地の利用集積計画の決定についての点

検項目を書いてございます。 

 次の５ページにつきましては、これは地域農業者等からの意見を受けまして、こちらの方に

記載をするものでございます。 

 次に、６ページでございます。６ページの２の法令事務（遊休農地に関する措置）というこ

とで、現状及び平成２３年度の目標及び実績を記載してあります。 

 次の７ページでございますが、３の促進等事務に関する評価ということで、１番の現状、そ

の下に（２）の平成２３年度の目標及び実績、通常は大体普通はプラスになるんですけれども、

今回目標、認定農業者を５経営を増やすということで計画したんですけれども、実際のところ

は９経営減っております。達成状況につきましては、マイナス１８０パーセントということに

なっておりまして、この理由につきましては、廃業や更新しない方が、更新しないというのは

それなりのメリットがなかったということで、更新しない方がいたということでございます。 

 続きまして、次の８ページをごらんいただきたいと思います。 

 ２の担い手への農地の利用集積ということでございます。その中で（２）の平成２３年度の



 

－２０－ 

目標及び実績でございますが、目標１３ヘクタールということで、これは目標を定めるときに

前年度等の実績に基づきまして、１３ヘクタール増ということで定めたんですが、実際のとこ

ろはマイナス６．４ヘクタール、達成率がこれもマイナス４９．２パーセントということで、

この主な理由につきましては、農業生産法人が解散したことにより、大幅に解約があったこと

によりまして減ってしまったと。そういうような状況でございます。 

 次の９ページの３の違反転用への適正な対応ということでございますけれども、１番の現状

及び課題ということで、違反転用面積、現状０．３になっておりますが、０．４に修正してい

ただきたいと思います。この０．３が０．４に増えた理由でございますけれども、３月に入り

まして、四木で違反転用の現場がありまして、現在、環境課と合同で業者を呼びまして、是正

の指導を行っております。 

 なお、割合につきましては、０．３が０．４に変わりましても管内の農地全体の面積から比

べますと、ほとんど割合的には大きな影響がございませんで、０．０１パーセントのままでご

ざいます。 

 続きまして、議案第８号をお願いしたいと思います。 

 議案第８号につきましては、平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動計画でございま

す。これにつきましては、ただいまの平成２３年度の点検・評価を受けまして、新たに平成２

４年度の目標を設定するものでございます。 

 まず、１ページ目でございますけれども、法令事務といたしまして、遊休農地に関する措置

ということで、遊休農地の今年度は解消面積２ヘクタールということで計画してあります。 

 また、この下の方の調査の方法でございますけれども、今年度も事務局がメインで回ります

けれども、必要に応じて農業委員さん等のご協力を得ながら農地の利用状況調査を実施いたし

ます。今回、特に納税猶予の適用農地についてを集中的に調査をしていきたいと思っておりま

す。 

 続きまして、次の２ページ、促進事務といたしまして、認定農業者等の担い手の育成及び確

保ということでございますが、昨年度は目標に対してマイナスという状況でございました。今

年度も恐らくかなり更新される方がいらっしゃるんですが、なかなかメリットが見当たらない

ということで、更新されない方も出てくると思います。目標案でマイナスというのも変でござ

いますので、できるだけ現状維持ということで、ゼロ、現状維持ということで予定してありま

す。 

 続きまして、３ページでございますけれども、担い手への農地の利用集積ということでござ

います。昨年度は先ほど説明したとおりに、農業生産法人の解散によりまして、マイナスにな

りましたが、今年度はプラスということで、一応５ヘクタールを予定してございます。 

 活動計画でございますけれども、今年度はいつもと違いまして、農政課で、市の方でなので

すが、農用地の利用集積円滑化事業補助金という制度を今年度設ける予定でおり、先週の金曜

日の議会におきまして、その予算も可決されております。要は簡単に言いますと３年以上の新

規の場合は利用集積で出す場合、初年度のみ、これは賃貸借だと思うんですけれども、賃貸借
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で利用集積を出す場合については、補助金を交付するという趣旨でございます。ただ、今交付

要綱を作成中でございますので、詳細につきましては、次の総会でご説明をしたいと思ってお

ります。 

 続きまして、４ページでございます。４ページの違反転用の適正な対応ということで、先ほ

ど説明したとおり、違反転用面積が０．３となっておりますが、これを０．４ヘクタールに修

正をお願いしたいと思います。 

 それとあわせまして、下の（２）の平成２４年度の目標案及び活動計画案につきましても、

今現在０．４でございますから、この面積も０．３から０．４に変更の方をお願いしたいと思

います。 

 なお、今後の予定ですけれども、先ほど説明したとおりに、本日この案をご承認いただきま

した後は、先ほど言ったとおりに農業者からの意見を募集するということでございますので、

３月２６日から４月２４日、火曜日までの３０日間、意見募集。これは農業委員会のホームペ

ージでも募集する予定でおります。意見募集を行いまして、その意見を踏まえまして、今回の

案を修正いたしまして、５月の総会で修正案をご承認いただいた後、国へ報告する予定でござ

います。 

 なお、本日、資料の２番ということで、意見様式を配付してございます。委員の皆様につき

ましても、意見がございましたら、４月２４日までにご提出の方をお願いしたいと思います。

特にこの案につきまして、ご意見がなければ提出の必要はありません。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○川野会長 

 事務局の説明が終わりましたので、質問等がありましたらお願いいたします。 

○関口委員 

 今月の終わりには、各委員とも各地区の農業連合会に招待されていると思うんですけれども、

そのときに話題として、今、配られている書類の中の数字や何かを話しても構わないでしょう

か。 

○梅澤副主幹 

 今回ご承認をもしいただいた場合、この案につきましてはホームページに掲載しますので、

そのときに出しても問題ございません。 

○川野会長 

 あとの方はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○川野会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第７号につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたしま

す。 

（挙手全員） 
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○川野会長 

 挙手全員でありますので、議案第７号については、承認することに決定いたします。 

 次に、議案第８号につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いい

たします。 

（挙手全員） 

○川野会長 

 挙手全員でありますので、議案第８号については、承認することに決定いたします。 

 次に、報告第１号、農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届出についてを

事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。 

○山内主査補 

 それでは、報告第１号、農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届出につい

てご説明いたします。 

 番号１、所在八街字別ヶ野、地目畑、面積９千９６４平方メートルのうち１２０平方メート

ル。目的、仮設道路用地。事業内容、市道西林１１号線流末排水路整備工事に伴う仮設道路用

地として一時的に利用する。一時転用期間、平成２４年３月２１日から平成２４年４月２７日

まで。以上です。 

○川野会長 

 これは、報告事項ですので、報告をもって承諾願います。 

 次に、報告第２号、農業委員会等に関する法律第１５条第５項の規定による委員の失職につ

いて、事務局、説明願います。梅澤副主幹、お願いいたします。 

○梅澤副主幹 

 報告第２号、農業委員会等に関する法律第１５条第５項の規定による委員の失職についてご

説明します。 

 農業委員会等に関する法律第１２条の規定により、いんば農業協同組合理事から選出されて

おります加藤委員でございますが、今月３１日をもちまして、農協の理事を定年退職となりま

す。この退職に伴いまして、農業委員会等に関する法律第１５条の規定により、定年退職と同

時に今月３１日、農業委員としての職を失うこととなりますので、ご報告いたします。 

 なお、後任につきましては、３月３１日に開催されます、いんば農業協同組合総代会におい

て選出されると聞いております。 

 以上です。 

○川野会長 

 事務局の説明をもって承諾願います。 

 以上で、本日の審議すべき案件はすべて終了いたしました。 

 ご苦労さまでした。 

○藤﨑事務局長 

 閉会を宣す。（午後４時３３分） 
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